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Ⅰ．はじめに

　福島原発事故は、損害賠償について実践的にも理論的にも数多くの問

橋 口 祐 介

不法行為に基づく損害賠償と賠償者代位
─物の毀損をめぐる当事者関係を中心 に ─
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（１）本稿は、新潟大学環東アジア研究センター共同プロジェクト「原子力に関する
国境を越えた住民参加システムの構築に向けた国際共同研究（代表：馬場健教授）」
主催の研究会（実施：２０２１年１２月１０日）において本稿執筆者が行った報告の一部
に、その後の検討結果を付け加えたものである。当日充分に応対できなかった先
生方からのご指摘について、本稿が僅かなりともその回答となれば望外の喜びで
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題を生じさせている。事故発生当初より財物所有者への賠償は主要な問

題の一つに位置づけられてきたが、今なお損害の算定について理論的な

精査の必要性が強調され、中間指 針 の第四次追補で示された住宅確保損
（２）

害を手がかりに議論が積み重ねられている。

　中間指針等によれば、帰還困難区域内に居住目的不動産を所有する者

は、「全損」との推認を前提 に 、事故発生直前の価値の賠償のみならず、
（３）

住宅確保のため実際に支出された費用の賠償、すなわち住宅確保損害の

賠償を求めることができ る 。このうち「全損」との推認に着目し、中間
（４）

指針等が既存の不法行為損害論、とりわけ交通事故損害賠償の理論をベ

ースにしてい る ことを想起したときには、賠償者代位（民法４２２条の類推
（５）

適用）による対象不動産の所有権移転という問題が立ち現れる。すなわ

ち、交通事故により全損した被害車両についてその全額が賠償された場

合には、スクラップ又は残存車両の所有権移転が認められてい る 。それ
（６）

では、帰還困難地域内に不動産を所有する者が全損との推認を前提に賠

償を受けた場合にも、その所有権は賠償義務者に移転するのか、という

ある。研究会の当日、数多くのご教示を賜った先生方には、ここに記して御礼を
申し上げます。

（２）　本稿では紙幅の都合から、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事
故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を「中間指針」、同指針に
対する各追補を「第二次追補」や「第四次追補」、そしてこれらすべてを総称して
「中間指針等」と略記する。また同様に、原子力損害賠償紛争審査会も「原賠審」
と略記する。

（３）　第二次追補：第２－４－指針Ⅰ。
（４）　第四次追補：第２－２－指針Ⅰ。
（５）　潮見佳男「損害算定の考え方」淡路剛久監修『原発事故被害回復の法と政策』
４７頁（２０１８年・日本評論社）。

（６）　名古屋地判平成１７年３月１６日交民３８巻２号３９０頁など。実務的な観点から全
体像を示すものとして、石井義規「全損事故における損害概念及び賠償者代位と
の関係」日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟・損害賠償
額算定基準（平成３１年度・下巻）』１１頁（２０１９年）。
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わけである。

　原賠審では当初よりこの問題への指摘がなされてきた が 、原賠審とし
（７）

て特定の判断を示すものではないとさ れ 、中間指針等にもこの問題への
（８）

解答は示されていな い 。その背景には賠償義務者による意向や後続する
（９）

公用収用との関係なども見え隠れするが、直接的な原因としては、住宅

確保損害の位置づけに見解の対立が見られ、その内実を詰めきることが

できず、同損害の賠償が賠償者代位に結びつくか必ずしも明確とはなら

なかった点が挙げられ る 。その後に住宅確保損害をめぐる議論は進展す
（１０）

る が 、この問題を射程に含めるものは僅かにとどま り 、理論的な検討は
（１１） （１２）

原賠審での議論からさほど進展していない状態にある。

　本稿は、以上の問題に取り組む予備的作業として、賠償者代位をめぐ

る議論の整理・検討を企図するものである。賠償者代位はすでに求償と

の関係から深く考察されてきた制度である が 、物の毀損をめぐる当事者
（１３）

関係には不明確な部分が残されており、不法行為との関係が十分に検討

（７）　原賠審第２２回［中島肇委員］に端を発し、同第２５回、第３６回、第３７回、第３８
回などにおいて、各委員による継続した問題点の指摘を見て取ることができる。

（８）　原賠審第３９回［能見善久会長］。
（９）　原賠審の委員を務められた大塚直教授により、第二次追補との関係で確認さ
れている。大塚直「福島第一原子力発電所事故による損害賠償」高橋滋・大塚直
編『震災・原発事故と環境法』９７頁注３７（２０１３年・民事法研究会）。もっとも「中
間指針第二次追補Ｑ＆Ａ集」２１頁は、賠償により所有権は原則として移転すると
いう。

（１０）　原賠審第３８回［能見会長］。
（１１）　長野史寛「福島原発事故と不法行為責任内容論（損害論）─１０年間の成果と
今後の展望─」法学論叢１８８号４・５・６号４３６頁（２０２１年）を参照。

（１２）　豊永晋輔『原子力損害賠償法』３２０─３２４頁（２０１４年・信山社）。
（１３）　三木千穂「損害の填補による代位（１）」海保大研究報告６４巻１号３８頁（２０１９
年）、多治川卓郎「賠償者代位─不真正連帯債務における求償との関係を中心に」
関西大学法学論集４５巻１号１２０頁（１９９５年）、浜上則雄『現代共同不法行為の研究』
２１１頁（１９９３年・信山社）など。
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されてきたともいえない。そこで本稿では、物が違法に毀損された場面

を中心に、賠償者代位の趣旨をめぐる学説を整理・検討して、民法４２２条

の類推適用により所有権の移転が生じる範囲はどのように画されるのか、

考察することとしたい。

Ⅱ．機能と適用範囲

１．「二重の利得」の防止

　民法４２２条によれば、債権者が損害賠償として債権の目的である物の価

額の全部の支払を受けたとき、債務者はその物について当然に債権者に

代位す る 。この代位は「二重の利得」を防止する機能を果たすものであ
（１４）

るが、その機能をより良く示す事例が受託者による寄託物の紛失であ る 。
（１５）

　受託者は、その保管義務にもかかわらず寄託物を紛失した場合には、

寄託者から寄託物の返還に代わる損害の賠償を求められ、寄託物の価額

の全部を支払うことがある。このとき、寄託物が滅失していなければ寄

託物の所有権は消滅しておらず、受託者による賠償によってその所有権

が消滅するわけでもない。それゆえ寄託物が事後的に発見されたなら、

寄託者はすでに賠償を受けたにもかかわらず、所有権に基づいてその返

還を求められそうである。もっともそのような帰結は、実損害を填補す

るという損害賠償制度の目的を踏まえたと き 、寄託者に二重の利得を認
（１６）

（１４）　債権の目的が権利である場合、そして代位の対象が損害賠償債権その他の物
に代わるものである場合は、本稿では検討の対象から除外される。

（１５）　本条の起草担当がこの例を挙げる。法務大臣官房私法制度調査部監修『日本
近代立法資料叢書３　法典調査会民法議事速記録三』９６頁［穂積陳重］（１９８４年・
商事法務研究会）。

（１６）　於保不二雄『債権総論［新版］』１５７頁（１９７２年・有斐閣）、潮見佳男『新債権
総論Ⅰ』５４９頁（２０１７年・信山社）。保険法２４条に基づく残存物代位も利得の防止
機能を果たす制度であるが、前提とされる利得禁止原則は事故招致の危険やモラ
ルハザードの防止など保険法に特有な文脈から読み解かれる必要がある。保険法
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める点で許容することができない。そこで本条により受託者が寄託物に

ついて当然に代位すれば、寄託者は所有権を喪失することになるので、

もとより二重の利得は防止される、というわけである。

２．不法行為への類推適用

　このような機能を物の毀損の場面にも認めると き 、本条は物が違法に
（１７）

毀損された場面、すなわち不法行為にも適用されないか、問題となる。

本条は債務不履行を直接の対象とするため、不法行為にまで当然に適用

されるわけではない。また民法７２２条１項が本条を準用することはなく、

本条の不法行為への適用を否定する見解も僅かながらに存在す る 。もっ
（１８）

とも通説は、本条の趣旨が不法行為にも同様に妥当するものとし て 、不
（１９）

法行為への類推適用を一様に肯定す る 。不法行為との結びつきが本条の
（２０）

趣旨を基点に見い出されるのであれば、類推適用によって所有権の移転

が生じる範囲もその趣旨の内容次第ということになる。ここから本条の

趣旨を探求する重要性が基礎づけられるが、学説による理解は必ずしも

同一ではなく、力点の置き方にニュアンスの差が存在する。

における利得禁止原則について、山下友信『保険法』３８９─３９３頁（２００５年・有斐
閣）を参照。

（１７）　我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』２１２頁（１９３７年・日本評論社）、加
藤一郎『不法行為（増補版）』２６２頁（１９７４年・有斐閣）など、通説はその適用を
認める。

（１８）　末川博「不真正連帯債務に関する疑問」法学論叢１巻５号１４２─１４３頁（１９１９
年）、戒能通孝『債権各論』４６６─４６７頁（１９４０年・巌松堂書店）。

（１９）　前田達明『民法Ⅵ２（不法行為法）』３９４頁（１９８０年・青林書院）、富井政章
『民法原論第三巻　債権総論　上』２７０頁（１９２９年・有斐閣）など。

（２０）　窪田充見編『新注釈民法（１５）　債権（８）』４８４頁［前田陽一］（２０１７年・有
斐閣）を参照。
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Ⅲ．趣旨

１．賠償義務者の保護

　近時の見 解 は、明治民法の起草担当の一人の見 解 を背景に、二重の利
（２１） （２２）

得が事後的に明らかとなった場面の処理に焦点を当て、民法４２２条の趣

旨を賠償義務者の保護に求める。寄託物の紛失の例に沿えば、紛失した

寄託物が事後的に発見された場合、受託者は、仮に本条がなく物の取得

が認められないとしても、不当利得であるとして賠償金の返還を求める

ことができる。しかし受託者は寄託者の無資力リスクを負担する必要が

あり、返還の範囲が寄託者の費消により縮減されるおそれもあ る 。そう
（２３）

した不利益を状況の不確実性に左右されることなく回避するためには、

受託者に事後的な賠償金の返還ではなく、事前的な物の取得こそを認め

る必要がある。そこで本条はその法的構成として寄託物につき当然代位

を採用した、というわけである。

　この見解の基礎には、賠償義務者による不利益負担は不当であるとの

判断があ る 。不法行為との関係では、その判断が不法行為の加害者にま
（２４）

で妥当するか問われることになり、類推適用を否定する論者から同質の

（２１）　中田裕康『債権総論［第４版］』２２５頁（２０２０年・岩波書店）、奥田昌道『新 
版　債権総論　上巻』３２４頁（２０２０年・判例タイムズ社）、奥田昌道編『新版　注釈民
法（１０）Ⅱ　債権（１）　債権の目的・効力（２）』６６９頁［山下純司］（２０１１年・有斐
閣）、奥田昌道編『注釈民法（１０）　債権（１）　債権の目的・効力』７１７頁［能見善
久］（１９８７年・有斐閣）、星野英一『民法概論Ⅲ（債権総論）［補訂版第４刷］』８８
頁（１９８６年・良書普及会）、前田・前掲注（１９）３９４頁、磯谷幸次郎『債権法論　
総論［上巻］』４９７頁（１９１７年・巖松堂書店）など。

（２２）　梅謙次郎『民法要義　巻之三　債権編』７５頁（１９１２年［復刻版１９８４年］・有斐
閣）。

（２３）　現存利益への縮減について、能見・前掲注（２１）７１７頁。
（２４）　この判断は、とりわけ賠償義務を同時に負担する第三者との関係で問題とな
る。三木・前掲注（１３）５６─５７頁、多治川・前掲注（１３）１７３頁以下など参照。
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要保護性は認められないと批判され る 。また賠償権利者にも目を向けれ
（２５）

ば、当然代位はその趣旨を実現する手段として相当か問題となり、類推

適用を否定する別の論者から愛惜品の簒奪手段となるおそれが指摘さ 

れ る 。
（２６）

　ところでこの見解は、ひとたび物の価額の全部について支払を受けた

以上は、その物について代位を認めても寄託者に不利益が生じることは

ないとの認識を前提とす る 。この認識は寄託者による再取得の可否とい
（２７）

う形でその強度を試される が 、同時に賠償の内容について一つの疑問を
（２８）

生じさせる─紛失したとはいえなお寄託物を所有する寄託者が、なぜ「物

の価額の全部」という実損害を超える賠償を受けられるのか。この疑問

は、事後的な処理に着目するだけでは必ずしも解消されることがない。

２．賠償権利者の保護

（１）全部の損害賠償

　学説では、近時の見解と異なり、その問いから民法４２２条の趣旨を説き

起こす見解が存在す る 。もとより本条の起草担当も、対応する規定を旧
（２９）

（２５）　末川・前掲注（１８）１４２頁。同１４３頁は、不当利得又は損益相殺により二重の
利得を防止すべきという。

（２６）　戒能・前掲注（１８）４６７頁。近藤英吉・柚木馨『注釈日本民法（債権総則）上
巻』２３０頁（１９３４年・巌松堂書店）も参照。

（２７）　磯谷・前掲注（２１）４９８頁など。梅・前掲注（２２）７５頁によれば、賠償として
物の全価格の支払を受けた債権者は、本条においてその物を債務者に放棄したも
のとみなされる。

（２８）　これまでの学説は一様でなく、於保・前掲注（１６）１５８頁は否定説を、山下・
前掲注（２１）６７４頁は肯定説を通説と評する。本条の起草過程では、起草担当が再
取得を否定し、再取得を認める修正意見が否決されている。民法議事速記録・前
掲注（１５）９７─９８頁［穂積陳重］、９９─１００頁［磯部四郎、長谷川喬、中村元嘉］。

（２９）　浜上・前掲注（１３）２１１頁以下、沢井裕「損益相殺（１）」関西大学法学論集８
巻１号２８８頁以下（１９５８年）、我妻・前掲注（１７）２１２頁、富井・前掲注（１９）２６８
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民法に持たない本 条 を、賠償権利者に認められる損害賠償の内容から説
（３０）

明する。この見解は、物の価額の全部の支払をめぐるプロセスに焦点を

当て、本条の趣旨を賠償権利者の保護に求める。

　同じく寄託物の紛失の例に沿えば、寄託物の紛失は受託者の責任を基

礎付けるが、同時に責任の内容を低く算定する要因ともなりうる。たし

かに寄託者は、滅失の場合と同様に物を自由に使用・収益できない状態

にあるが、他方で滅失の場合とは異なりその物を所有し続けるため、事

後的に発見されたならその返還を求め、その後には自由に使用・収益で

きる蓋然性があ る 。寄託者に生じた損害は、実損害の填補という観点か
（３１）

らはそうした蓋然性をも考慮して算定されるべきであって、少なくとも

物の「全部」について損害を認めることはできない。それゆえ寄託者は、

本来その物について完全な賠償を受けることはできないはずである。も

っとも寄託物が発見される蓋然性の程度は不確実であって、権利の回復

に期待可能性はなく、その所有権の価値は疑わしい。にもかかわらず賠

償権利者に「全部ノ損害賠償」を認めないことは、「十分ニ其被害者ノ舊

ノ位置ニ復ス」という損害賠償制度の目的に反す る 。そこで本条は、寄
（３２）

託者が全部の損害賠償を選択する場合には、物の喪失と引換えに、その

選択を尊重して完全な賠償を認めることにした、というわけであ る 。
（３３）

─２６９頁、石坂音四郎『日本民法　第三編債権総論　上巻』３３７頁（１９２１年・有斐閣）
など。

（３０）　民法議事速記録・前掲注（１５）９６頁［穂積陳重］。ドイツ民法第一草案２２３条
及び同第二草案２１８条に由来することが示唆される。ドイツ法の観点から本条を検
討する先行研究として、浜上・前掲注（１３）２１１頁以下。

（３１）　もとより物の処分は、第三者によって即時取得などされない限り、法的に制
約されることがない。

（３２）　民法議事速記録・前掲注（１５）９６頁［穂積陳重］。
（３３）　浜上・前掲注（１３）２１３頁は、権利者に完全な賠償を認めることが「民法４２２
条の法律効果」であるとする。
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（２）物の毀損

　この見解は、原状回復の理念から実損害の填補という制度目的をひと

たび後退さ せ 、状況の不確実性から賠償権利者を保護すべく、蓋然性判
（３４）

断に基づく事前的な控除を認めないものであ る 。それゆえこの見解によ
（３５）

れば、本条の適用範囲は状況の不確実性と原状回復との相関によって画

されることになる。たとえば物の紛失の場面にあって、物の価値から発

見の蓋然率分を差し引いた損害 額 を確実かつ定型的に算定できると仮定
毅 毅（３６）

すれば
毅 毅 毅

、本条の適用範囲は極めて狭いものとな る 。
（３７）

　このことは、物の毀損の場面で特に問題となる。賠償権利者による占

有が問題とならない物について、本条に固有な不確実性をどこに見い出

すか問われるためである。一方で、毀損された物につき抽象的な価額算

定を行うことに障害はなく、その算定を定型的に行うとの立 場 を採れば、
（３８）

本条は例外的な場面にのみ適用されることになる。他方で賠償権利者の

期待可能性の観点から、そのような算定を批判する見解も存在す る 。抽
（３９）

象的な算定に基づく事前的な控除は、その内容による処分を賠償権利者

（３４）　原状回復と実損主義・利得禁止原則との関係について、潮見佳男「交通事故
損害賠償における損害論─民法の『損害論』からの乖離と接合」日弁連交通事故
相談センター編『交通事故損害額算定基準［２６訂版］』　４２５─４２８頁、４５５頁（２０１８
年）を参照。

（３５）　沢井・前掲注（２９）２９２頁は、本条の目的は利得防止のみでなく、その本体的
機能はむしろ賠償権者の保護、すなわち「不確実な価値をあらかじめ差引かれる
不利益から、賠償権者を保護する」ことにあるという。

（３６）　河上正二「債権法講義［各論］第５５回：一般不法行為の効果（その１）」法学
セミナー８０４号９５頁（２０２１年）。

（３７）　加藤・前掲注（１７）２６２頁。
（３８）　文脈は異なるが、交通事故の被害車両をめぐる交換価値の賠償に関し、スク
ラップについて「被害車両自体の価格を算定することが困難な場合は、具体的損
害計算によることはできず、抽象的損害計算によることになる」とする見解があ
る。潮見・前掲注（３４）４４８頁。

（３９）　沢井・前掲注（２９）２９２─２９４頁。
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に強制することを意味する。しかし損害抑止義務に反しない限りにお 

い て 、そのような処分が賠償権利者に期待されることはない。したがっ
（４０）

て賠償権利者による処分が実際に行われていない場面では、毀損された

物をめぐる状況はなお不確実と評価されるべきであっ て 、この点で本条
（４１）

の趣旨は妥当する、というわけであ る 。
（４２）

　いずれの理解にせ よ 、毀損された物の価値が控除されるのは、その物
（４３）

について賠償権利者が具体的な処分を行った場合、そして信義則に照ら

して一定の処分が期待される場 合 である。賠償権利者による処分には、
（４４）

毀損された物の売却や修 補 のほか、その価額を控除した賠償を求めるこ
（４５）

（４０）　沢井・前掲注（２９）２９５頁は、①賠償権利者が毀損された物を不利益なく使用
することができ、②賠償義務者がそれを引き取って換価処分して得られる金額よ
り、賠償権利者が使用している状態で評価した方が著しく高額である場合には、
当事者の衡平から、賠償権利者に毀損された物を「原状回復に役立たせる義務」
が認められるとする。

（４１）　我妻・前掲注（１７）２１２頁は、「毀損された物が被害者にとって有する価値」
から算定の困難性を導く。

（４２）　石井・前掲注（６）１９─２１頁は、交通事故を原因とした被害車両の賠償におい
て、スクラップ価額による控除を原則として認めない。例外的に、賠償義務者に
よりスクラップの売却価額相当額が立証された場面ではその控除を認めるが、「売

毅

却されてもいないのに
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

、確実に一定の金額で売却できると認定するには、それ相
応の根拠が必要」（傍点は筆者）であり、「その主張立証は具体的に行われるべき」
として、控除に消極的な姿勢を示す。

（４３）　両者の差異は、賠償権利者に一定の処分が期待される場面の広狭として理解
される。

（４４）　この判断は、交換価値と原状回復費用との関係をめぐる責任内容の確定と広
く交錯するものである。同確定の問題につき、潮見・前掲注（３４）４４５─４４６頁、長
野史寛『不法行為責任内容論序説』２７７─２７９頁（２０１７年・有斐閣）を参照。民法
４２２条に特有な判断は、毀損された物それ自体の回復リスクを当事者間でいかに分
配するかという点に見い出される。浜上・前掲注（１３）２１３頁。

（４５）　石井・前掲注（６）２２─２３頁は、交通事故の被害車両が経済的全損と評価され
た場合であっても、同車両が修理されたときには民法４２２条が類推適用される基礎
に欠けるという。このとき被害者は完全な賠償によっても同車両の所有権を喪失
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とも含まれ る 。こうした処分が存在せず、また一定の処分が期待される
（４６）

こともないと き 、物をめぐる状況は不確実と評価され、賠償権利者は本
（４７）

条の効果として物の喪失と引換えに全部の損害賠償を選択することがで

きる。

（３）物の価額の全部

　もっとも本条はそうした効果を明記することがなく、全部の支払によ

る代位を規律するにすぎない。したがってこの見解によっても、「全部の

損害賠償」は本条の前提たる効果と位置づけられるにとどま る 。もっと
（４８）

も同時にそのことは、「全部の支払」にそうした効果の徴憑という解釈論

的な意味を付与することに繋がる。このとき「全部の支払」の照準とさ

れた物の客観的価額は、代位にとって唯一の尺度を提供するものではな

くな る 。なぜなら本条の効果として賠償権利者に認められるべき損害賠
（４９）

償は、原状回復の理念に照らせば、物の客観的価額に拘束されるもので

することがなく、ただ不当利得の法理により超過利得を返還するにとどまる。
（４６）　その高額さから修補費用の賠償が認められない場合において、毀損された物
の継続した使用・収益を意図するとき、賠償権利者は買替差額の支払を受けたう
えで、追加的な費用を自ら負担し、毀損された物を修補することになる。石井・
前掲注（６）１７─１８頁。潮見・前掲注（３４）４４６─４４７頁も参照。

（４７）　学説には、本条が物の毀損の場面に適用される前提として「目的物全体を賠
償する」義務が債務者に課される必要を説く見解もあるが、同義務の内容及び位
置づけは必ずしも明確でない。能見・前掲注（２１）７２１頁。これらの見解は、沢
井・前掲注（２９）２９６─２９８頁の理解を敷衍すれば、本文のように読み替えることが
できる。

（４８）　浜上・前掲注（１３）２１３頁。
（４９）　学説では、賠償権利者の利益を保護する観点から、「物又ハ権利ノ價額其他損

毅 毅 毅

害
毅

全部ノ賠償」（傍点は筆者）と解する見解［磯谷・前掲注（２１）４９９─５００頁］を
皮切りに、「物…の価額」との文言に拘泥すべきでないことが強調される。富井・
前掲注（１９）２７１頁、勝本正晃『債権総論上巻［改訂版］』４７３頁（１９３４年・巌松堂
書店）、小池隆一『債権法総論』１０７頁（１９５４年・泉文堂）など。
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はないためである。したがって物の客観的価額の全部が支払われたとし

ても、物の紛失又は毀損を原因として賠償義務者が負担すべき責任のす

べてを充たすものでない限り、一部賠償であるとし て 、その支払が物の
（５０）

所有権を喪失させることはない。

Ⅳ．物の喪失と取得

１．保護の段階性

　以上の通り学説は大きく二つに区分され、一方は賠償権利者の保護に、

他方は賠償義務者の保護に民法４２２条の趣旨を見い出す。これらの見解

が互いにどのような関係に立つか、学説で明確に触れられることはない。

ただしその内容を仔細に見れば、両見解は不確実な状況から当事者の保

護を図る本条の趣旨を、損害賠償プロセスの異なる時点から説明するも

のと評価できる。したがって当事者の利益を段階的に
毅 毅 毅 毅

調整し、以って二

重の利得を終局的に
毅 毅 毅 毅

防止する規定と理解するな ら 、両見解は互いに排斥
（５１）

しあうものではなく、むしろ補完しあうものと位置づけることができる。

ひとまずこの理解を前提とすれば、本条の類推適用により所有権の移転

が生じる範囲は、損害賠償をめぐる当事者の保護の適否を段階的に精察

することで画することができそうである。

２．判断方式

　段階的な利益調整という発想を踏まえると、物の賠償によって所有権

の移転が生じるか否かは、損害賠償プロセスのうち、まずは事前的な賠

償権利者の保護について、その後に賠償義務者の保護について精察する

（５０）　一部代位を肯定する有力説も、第三者への損害賠償債権その他の金銭債権を
想定しており、共有関係を生じさせる所有権にまで一部代位を認めるわけではな
い。能見・前掲注（２１）７２０頁。

（５１）　沢井・前掲注（２９）８８頁。
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ことで判断されることとなる。この判断を移転の対象となる物の側から

見れば、前者では喪失の正当性が、後者では取得の正当性が問われてい

るといえる。具体的な判断方式を試論的にまとめれば、以下の通りとな

る。

（１）喪失の正当性

　まず損害賠償の支払までのプロセスに焦点を当て、賠償権利者の利益

が適切に保護されているか判定する。保護の適否は、賠償権利者による

選択の内容と、その選択を踏まえた賠償義務者による支払の程度から判

断される。

　一方で、毀損された物について具体的な処分が行われた場合、あるい

は信義則に照らして一定の処分が期待される場合、賠償権利者は「全部

の損害賠償」を選択することができず、本条の類推適用によって物を喪

失することがない。このとき損害は物の価値を考慮して算定され、二重

の利得を生じさせる余地がないためである。それゆえ仮に超過した支払

がなされても、本条に固有な利得と評価されることはなく、不当利得の

法理によって処理されるにすぎない。

　他方で賠償権利者が本条の類推適用により「全部の損害賠償」を選択

する場合、本条に固有な二重の利得が生じるため、「全部の支払」と引換

えに物の喪失が正当化される。「全部の支払」は物の毀損を原因として賠

償義務者が負担すべき内容のすべてが充たされることを意味するので、

物の客観的価額の支払が直ちに「全部の支払」と評価されるものではな

い。

（２）取得の正当性

　ついで支払後の二重の利得の解消プロセスに焦点を当て、責任を負担

することになった原因の観点から賠償義務者の要保護性が判断される。
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もとより本条は、二重の利得の解消に名を借りた愛惜品の簒奪まで許容

するものではないと解される。したがって物の取得を正当化する主観

的・客観的事情が賠償義務者に認められるのか、責任原因に照らして判

断されるべきであろう。

Ⅴ．おわりに

　最後に、以上の判断方式が冒頭の問題にどのような分析視角を与える

か、簡単に素描しておきたい。

　まずこの問題を損害の観点から検討することは、「喪失の正当性」を問

うものといえる。それゆえ賠償権利者による選択の内容とその選択を受

けた賠償義務者による支払の程度に着目されるべきである。前者に関連

して賠償権利者に期待される処分の有無及び範囲を判断する際には、 

全損と推認される趣旨、基礎におかれた状況に福島原発事故固有の不確

実性が認められる点、そして対象とされる財物に人格的価値が内包され

う る 点などが考慮されると予想される。ところで学説には、財物損害と
（５２）

して不動産の財物価額の全部が賠償された場合、その不動産の所有権は

賠償義務者に移転するとの見解があ る 。もっとも財物賠償は常に「全部
（５３）

の損害賠償」を意味するのか、住宅確保損害との関係で検討する余地が

ある。財物損害と住宅確保損害との関係に着目し、仮に後者の観点から

損害を一体的に把握す る なら、財物賠償を求めることが直ちに「全部の
（５４）

（５２）　潮見佳男「福島原発賠償に関する中間指針等を踏まえた損害賠償法理の構築」
淡路剛久・吉村良一・除本理史編『福島原発事故賠償の研究』１１２頁（２０１５年・日
本評論社）。

（５３）　豊永・前掲注（１２）３２２─３２３頁。
（５４）　吉村良一『政策形成訴訟における理論と実務─福島原発紫蘇賠償訴訟・アス
ベスト訴訟を中心に』１３７─１３９頁（２０２１年・日本評論社）など。また、窪田充見
「原子力発電所の事故と居住目的の不動産に生じた損害─物的損害の損害額算定
に関する一考察」淡路ほか編・前掲注（５２）１５２頁以下も参照。



不法行為に基づく損害賠償と賠償者代位

（ ）１８３（甲南法学’ ２２）６２─１・２・３・４─１８３

損害賠償」の選択に繋がるわけではないためであ る 。他方で賠償権利者
（５５）

が住宅確保損害の賠償を求め、「全部の損害賠償」を選択したと評価でき

る場合であっても、第四次追補の定式に沿った支払が「全部の支払」に

当たるのか、同定式の趣旨をも踏ま え 、慎重に検討される必要がある。
（５６）

　そして「全部の支払」がなされた場合であっても、それだけで「取得

の正当性」が基礎づけられるわけではない。賠償の対象となった財物の

取得を正当化する主観的・客観的事情が賠償義務者に認められるのか、

福島原発事故をめぐる責任設定論の展 開 をも踏まえ、検討されなくては
（５７）

ならない。

　本稿の提示した判断方式においても、以上に素描した各問題において

も、残された課題は数限りなく、また極めて重いものである。本稿では

一定の分節化をもってひとまずの成果と捉え、それらへの挑戦は他日の

検討に期したい。

（５５）　なお豊永・前掲注（１２）３２３─３２４頁は、賠償権利者と賠償義務者との間に締結
される再移転の合意により、結論として対象不動産の所有権が移転することはな
いという。このとき形式的には

毅 毅 毅 毅 毅

賠償権利者に二重の利得が認められるが、避難指
示解除後の居住場所の確保という要請を踏まえたとき、実質的には

毅 毅 毅 毅 毅

利得の保持が
正当化されるため、再移転の合意が脱法行為として無効になることはないとされ
る（同３２４頁注７０）。この見解は所有権の移転を二段階で把握し、再移転の合意の
場面に限って利得保持の正当性をその実質において考慮する。こうした構成は「全
部の支払」を財物の客観的価額から形式的に把握することを前提とするが、本稿
の検討からは、そうした形式的な把握に必然性があるとまではいえないことにな
る。むしろ民法４２２条の類推適用それ自体の判断において、喪失の正当性を実質
的に問うべきではないだろうか。

（５６）　潮見・前掲注（５２）１１１─１１２頁、長野・前掲注（１１）４３７頁注２１など参照。
（５７）　大坂恵里「責任根拠に関する理論的検討」淡路ほか編・前掲注（５２）４３頁、
同「東電の責任」淡路剛久監修・前掲注（５）１２頁など参照。
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